(組織名) 規約 

（組織の名称）
第1条 本団体は、○○○と称する。
（事務所の所在地） 
第2条 本団体の事務所は、代表宅(自治会館等の特定の住所でも可)に置く。
 （設立目的） 
第3条 本団体は、地域の防犯活動を行うことにより、安全で安心なまちづくりに資することを目的とし設立する。
 （活動内容）
第4条 本団体は、前条の目的を達成するためにパトロール活動を行う。 
（構成員）
第5条 本団体の構成員は、団体の目的に賛同し入団した者とする。 
（入団）
 第6条 構成員として入団しようとする者は、入団の意思を代表に伝え、代表の承認を得るものとする。 
（退団）
第７条 会員は、退団の意思を代表に伝え、任意に退団することができる。
 2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退団したものとみなす。 
（1）本人が死亡又は意思決定ができない状態になったとき。  
（役員）
第８条 本団体に次の役員を置く。(代表のみでも可) 
（1）代表 
（2）副代表 
（3）監査役
（職務） 
第９条 代表は、本団体を代表し、その業務を統括する。 
2 副代表は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。 
3 監査役は、団体の業務および財産の状況を監査する。  
（総会）
第1０条 本団体の総会は、全構成員を持って構成し、年に１回以上開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。 
2 総会は、以下の事項について議決する。 
（1）規約の変更 
（2）解散 
（3）活動内容の変更 
（4）活動報告及び収支決算 (監査役がいる場合は、監査報告を追加)
（5）役員の選任又は解任 
（6）その他団体の運営に関する重要事項 
3 総会は、構成員の過半数の出席がなければ、開会することができない。 
4 総会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。
5 総会は必要に応じて書面での開催とすることができる。このときは書面での提出を以って出席とみなすことができる。
（その他） 
第11条 この規約に定めのない事項は、構成員による協議のうえ、代表が別に定める。 

附則 1 この規約は、○年○月○日から施行する。
